
２．ＮＩＴＥの製品安全業務の概要
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新聞等

ＮＩＴＥの事故情報収集件数の推移（情報源別）

合計:2124件

合計:2721件
合計:2952件

年度別、情報源別事故情報収集件数

合計:4084件

合計:7298件
消費生活用製品安全法改
正を受け、事業者及び消費
者などからの報告が急増。
前年度比１．８倍の７２９８
件（重大事故を含む）の事
故情報を、ヒヤリハットを含
め、前広に収集。

７



事故情報業務処理フロー図
【重大製品事故】

・製造事業者
・輸入事業者

報告 ＭＥＴＩ 原因調査

ＭＥＴＩに設置

製品事故判定第三者

委員会にて審議

・消費者団体代表

・学識経験者

・関係業界団体代表

•調査指示
（法第３６条第２項）

１９年度：８０１件

【非重大製品事故】

・製造事業者等
・消防機関等
・消費生活センター
・経済産業省
・消費者
等

通知・報告

ＮＩＴＥ 事故動向等解析専門
委員会にて審議

・消費者団体代表

・学識経験者

等

•事故リスク分析

報告

原因調査 ７，２９８件

（１９年度、重大事故を含む）

（前年度比約１．８倍）

公 表

•事故発生日

•品名

•事業者名（製
品起因の場合）

•事故内容

など受付公表

ＮＩＴＥに設置

受理公表

８

ＭＥＴＩ等関係省庁による
・法律に基づく回収命令
・事業者への改善指導
・法規制制度の改正

NITEによる
規格・基準
案の作成



ＮＩＴＥの事故原因究明の特長

◆事故原因究明

・電気、機械、化学等の技術者により、収集した全ての
事故情報について調査、原因究明を実施
・事故発生後、迅速に現地において事故品を確保すると
ともに、現場調査を実施
・事故の種類に応じ、全国各地で保有する設備を活用
・外部機関（消防、大学、公設試等）と密接に連携
・過去の事故情報を基にリスク分析を実施

◆経済産業省への報告、提言

・事故の原因究明の結果をリスク分析結果とともに速や
かに経済産業省へ報告
・事故原因に応じ、事故の再発防止のための対策を提言
・未然防止のための対策を提言 ９



ＦＦ式暖房機
一酸化炭素中毒事故。
平成17年に４件発生。
死亡者２名。

ＦＦ式暖房機
一酸化炭素中毒事故。
平成17年に４件発生。
死亡者２名。

CO中毒の原因を
徹底調査。
ホース劣化原因、
燃焼排ガス漏れの
メカニズムを解明。

CO中毒の原因を
徹底調査。
ホース劣化原因、
燃焼排ガス漏れの
メカニズムを解明。

安全装置の設置や、劣化に
対する点検の実施による再
発防止対策を提言・公表

ＣＯ中毒

事故原因の究明事例 ①

事故原因
を究明

製造事業
者による
製品回収

消費生活用製品安全法の規定に
基づく回収等の緊急命令

１０

ガス給湯器
一酸化炭素中毒事故。
平成17年１１月までに
28件発生。
死亡者21名。

ガス給湯器
一酸化炭素中毒事故。
平成17年１１月までに
28件発生。
死亡者21名。

CO中毒の原因を徹底調査。
排気ファン作動不良、燃焼
排ガス漏れのメカニズムを
解明。

CO中毒の原因を徹底調査。
排気ファン作動不良、燃焼
排ガス漏れのメカニズムを
解明。

ＣＯ中毒

自主回収
品の調査
を実施

製造事業者による製品回収

消費生活用製品安全法の規定に
基づく回収等の緊急命令当該製品を含み、

長期使用製品安
全点検制度が導
入された。

法改正



NITE化学物質管理部門との
連携により、皮膚炎発症の
原因物質（有機系抗菌剤）
を特定。

NITE化学物質管理部門との
連携により、皮膚炎発症の
原因物質（有機系抗菌剤）
を特定。

事故原因の究明事例 ②

NITE化学物質管理部門との
連携により、皮膚炎発症の
原因物質（安定剤及び可塑
剤）を特定。

NITE化学物質管理部門との
連携により、皮膚炎発症の
原因物質（安定剤及び可塑
剤）を特定。

業界全体で
製造材料変更

事故原因
を究明

製造事業者
による製品
回収

デスクマット

平成１７年、両腕の手首から
肘にかけて皮膚炎（紅斑）を
発症。以後、同様事故が多発。

ポリ塩化ビニル手袋
による皮膚障害

ポリ塩化ビニル手袋の使
用による皮膚炎を発症し
た事故が多発。

化学センター
化学物質D/B

（活用） （活用）

１１

事故原因
を究明

厚労省へ情報提供
同省が重大製品事故
として公表



事故原因の究明事例 ③（消防、大学と連携）

食器洗い乾燥機

食器洗い乾燥機か
ら出火し、周囲を
焼損。

食器洗い乾燥機

食器洗い乾燥機か
ら出火し、周囲を
焼損。

ファンモーター部に洗浄
水が浸入し、モーター部
品に傷があったため、異
常な電流が流れ、過熱し
て発火に至ったもの。

ファンモーター部に洗浄
水が浸入し、モーター部
品に傷があったため、異
常な電流が流れ、過熱し
て発火に至ったもの。

消防と
共同で
事故原因
を究明

製造事業者による製品回収

１２

スピーカー
スピーカー内部のラ
ンプの発熱によりウ
レタン製の吸音材が
発火し、延焼。

スピーカー
スピーカー内部のラ
ンプの発熱によりウ
レタン製の吸音材が
発火し、延焼。

アンプの故障によりスピー
カーに異常電流が流れ、ス
ピーカーの保護ランプが異
常発熱し、接触していたウ
レタン製の吸音材が発火し
たもの。

アンプの故障によりスピー
カーに異常電流が流れ、ス
ピーカーの保護ランプが異
常発熱し、接触していたウ
レタン製の吸音材が発火し
たもの。

大学、消防
と共同で
事故原因
を究明

製造事業者による構造の変更



生活者から求められるレ
ンズの安全性について、
有識者、関係省庁等（厚
労省、国立医薬品食品衛
生研究所等）からなる委
員会を発足させ、調査結
果を経産省、厚労省へ報
告。厚労省は薬事法によ
る規制を予定。

生活者から求められるレ
ンズの安全性について、
有識者、関係省庁等（厚
労省、国立医薬品食品衛
生研究所等）からなる委
員会を発足させ、調査結
果を経産省、厚労省へ報
告。厚労省は薬事法によ
る規制を予定。

事故原因の究明事例 ④（対策を提言）

電動車いす
日常生活における移
動に不自由をきたし
た高齢者等が利用す
るハンドル形電動車
いすで重大事故が多発。

電動車いす
日常生活における移
動に不自由をきたし
た高齢者等が利用す
るハンドル形電動車
いすで重大事故が多発。

おしゃれ用度無し
カラーコンタクトレンズ
若者たちの間で流行して
いる度無しカラーコンタ
クトレンズの装用による
眼障害が多発。

おしゃれ用度無し
カラーコンタクトレンズ
若者たちの間で流行して
いる度無しカラーコンタ
クトレンズの装用による
眼障害が多発。

安全性及び
海外規制等
の実態調査
を実施

操作性を含めた安全性につい
て、試買品の試験による実態
調査を実施。結果、安全性に
係る規制が必要である旨、経
産省に提言するとともに技術
基準案を提案。経済産業省は、
消安法の特定製品として指定
予定。また、JISの改正審議
中。

操作性を含めた安全性につい
て、試買品の試験による実態
調査を実施。結果、安全性に
係る規制が必要である旨、経
産省に提言するとともに技術
基準案を提案。経済産業省は、
消安法の特定製品として指定
予定。また、JISの改正審議
中。

安全性
に係る
実態調査
を実施
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製品事故情報の整理・公表
調査結果は、事故情報データベースとしてインターネットで公
表するとともに、製品事故の未然・再発防止のための情報提供
をしています。また、受け付けた事故情報を速やかに公表して
います。

Ⅰ．調査結果等の公表
① 事故情報の公表
・最新受付事故情報をＨＰ上で毎週公表
・事故情報調査・分析結果報告書を毎年度
作成、配布

② 製品安全情報の提供
・特記ニュースの発行による注意喚起（プレス発表等）
・Ｅメールマガジン（PSマガジン）の配信
・誤使用防止ハンドブック（消費者用、事業者用）の発行

Ⅱ．ＮＩＴＥのデータベースの特長
・事故情報（製品名、事故内容、事故原因等）をすべて掲載
・社告・リコール情報を掲載
これらの情報は、インターネットを通じて検索が可能
（アクセス件数 年間２９０万件以上）
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３．ＰＩＯ－ＮＥＴに関するＮＩＴＥからの要望



ＰＩＯ－ＮＥＴに関するＮＩＴＥからの要望

• 本年、ＮＩＴＥには２台のＰＩＯ－ＮＥＴ端末機が設置（東京及び大阪各１
台）されたことから、事故のリスク分析に活用するため過去の同種事
故の検索等を実施しているところですが、ＰＩＯ－ＮＥＴから得られる情
報は、ＮＩＴＥがよりよく活用するために必要とする情報としては十分で
はないのが現状です。

• つきましては、以下の事項についてＰＩＯ－ＮＥＴ情報の改善を行ってい
ただきますよう要望いたします。

【改善を要望する情報項目】

○人的被害の内容（被害の程度がわかるように）

○人的被害以外の被害状況

○製品名及び型式（型式が入力の必須項目となっていないことと、製
品名が統一されていないことにより、同型式の製品についての事故情
報を集約することが困難）

• また、今後、この情報を元に事故原因究明を行うこととなった場合には、
以下の情報について追加していただきますよう要望いたします。

○事故品を提供する意思の確認
１５





ＮＩＴＥ様式
（（販売事業者、地方公共団体（消費生活センター等を含む。）等用））
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ＮＩＴＥがインターネットで公表している事故情報の例

【エアコン】 【電気洗濯機】
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原因区分 Ａ３：
専ら設計上、製造上又は表示に問題があったと考えられるもののうち、
「品質管理不十分」のもの

原因区分 Ａ２：
専ら設計上、製造上又は表示に問題があったと考えられるもののうち、
「製造不良」のもの

（参考）




